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ら討論いたします。 

 このたびの宅地開発事業特別会計補正予算案

は、旧はなぞの保育園と旧すみれ学園跡地を宅

地開発するためのものであります。用地取得費

の公有財産購入費2,245万2,000円、造成工事等

の工事請負費751万8,000円、登記事務手数料の

役務費78万2,000円で計3,075万2,000円を追加

計上されたものであります。 

 宅地開発計画地は花作町地内にあり、2,061．

16平米を８区画、平均約258平米、約78坪を造

成するものであります。みずはの郷花咲タウン

の宅地開発で造成された宅地は人気があり、抽

せんで購入者を決める区画が出るほどで、30区

画が完売しました。いかに優良な宅地が求めら

れているかのあかしと思います。住宅が建築さ

れ、市外から９世帯35人、市内から20世帯75人

が入居します。この事業は市外から転入者増と

市外への転出者を防ぐ大きな役割を果たしてお

ります。 

 このたびの宅地開発計画地は、みずはの郷花

咲タウンとは百間道路、県道椿長井線区間を挟

んですぐ近くにあります。整備されている県道

椿長井線から至近距離にあります。また、宅地

開発計画地にアクセス、タッチする花作町１号

線は幅員約12メートル、花作町２号線は約９メ

ートル、花作町３号線は幅員約６メートルあり、

道路が整備されております。優良な宅地になる

条件がそろっていると思われます。みずはの郷

花咲タウンと同様に人気になると思います。 

 地元花作町、当該用地の近隣の方々もこの宅

地開発に賛成していると聞いております。また、

旧はなぞの保育園と旧すみれ学園跡地は市有地

であります。この用地は現在、特に旧はなぞの

保育園の跡地が草が伸び放題で虫の鳴き声が響

き渡っております。遊休地となっている用地管

理には市費がかかります。宅地開発していけば

管理費用がかかりませんし、市有地活用にもつ

ながります。 

 宅地開発事業は、市外からの転入者増と市外

への転出者を防ぎ、定住促進につながり、市政

発展のための重要な事業であります。優良な宅

地開発は今後も必要だと思います。 

 これらのことから、本補正予算第１号につい

ての賛成討論といたします。議員各位のご賛同

をよろしくお願いいたします。 

○渋谷佐輔議長 通告による討論が終わりました。 

 これから採決いたします。 

 議案第80号について、予算特別委員長の報告

は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○渋谷佐輔議長 起立多数であります。 

 よって、議案第80号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第17、議案第81号 平成29年度長

井市水道事業会計補正予算第１号の１件につい

て採決いたします。 

 議案第81号について、予算特別委員長の報告

は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第81号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○渋谷佐輔議長 お諮りいたします。これから上

程いたします議案は、委員会付託を省略し、全

員でご審議願いたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１８ 議案第８２号 長井市 

 教育委員会委員の任命について 

 

 

○渋谷佐輔議長 それでは、日程第18、議案第82

号 長井市教育委員会委員の任命についての１

件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第82号 長井市教育委員会

委員の任命についてご説明申し上げます。 

 本案は、平成29年９月30日をもって任期満了

となります長井教育委員会委員の後任者として

吉田重成氏を任命いたすため、ご提案申し上げ

るものでございます。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案は人事案件でありますので、質疑、討論

は省略し、直ちに採決いたします。 

 議案第82号の１件について、原案に同意する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第82号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第１９ 議案第８３号 市政功 

 労者の表彰について外２件 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第19、議案第83号 

市政功労者の表彰についてから日程21、議案第

85号 市政功労者の表彰についてまでの３件を

一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第83号から議案第85号まで

の３議案につきましては、いずれも市政功労者

の表彰についてでございますので、一括してご

説明申し上げます。 

 議案第83号では、40年の長きにわたり競技用

けん玉の生産に携わり、けん玉文化の振興、け

ん玉競技の普及に尽くされ、多数のけん玉を地

域に寄贈されるなど、けん玉のまち長井の礎を

築き、けん玉をまちづくりに生かした地域振興

に尽くされた鈴木與三郎氏を、長井市表彰条例

第２条第１項第３号の規定に該当する市政功労

者として、議案第84号では、平成８年７月から

平成29年７月までの21年間、長井市農業委員会

委員として、特に平成20年７月から平成29年７

月までの９年間は農業委員会会長として、地域

農業の活性化と農業経営の安定化に力を注ぎ、

農業従事者の地位向上に尽くされた鈴木榮一氏

を、同条例第２条第１項第１号の規定に該当す

る市政功労者として、議案第85号では、平成８

年７月から平成29年７月までの21年間、長井市

農業委員会委員として、特に平成17年７月から

平成26年７月までの９年間は農業委員会会長職

務代理者として、地域農業の活性化と農業経営

の安定化に力を注ぎ、農業従事者の地位向上に

尽くされた菅野光昭氏を、同条例第２条第１項

第１号の規定に該当する市政功労者として、そ

れぞれ表彰いたしたくご提案申し上げるもので

ございます。 

 なお、このたびの表彰につきましては、長井

市表彰審査委員会にお諮りし、ご賛同をいただ

いております。 

 以上、よろしくご同意賜りますようお願い申
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し上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案はいずれも人事案件でありますので、質

疑、討論は省略し、順次採決いたします。 

 まず、議案第83号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第83号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第84号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第84号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第85号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第85号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第２２ 諮問第３号 人権擁護 

 委員の推薦につき意見を求めること 

 について外１件 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第22、諮問第３号 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて及び日程第23、諮問第４号 人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについての２

件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 諮問第３号及び諮問第４号は、

いずれも人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについてでございますので、一括してご

説明申し上げます。 

 諮問第３号では、平成29年12月31日をもって

任期満了となります人権擁護委員の候補者に引

き続き石山泰子氏を、諮問第４号では、同じく

12月31日をもって任期満了となります人権擁護

委員の候補者に引き続き船山祐子氏を推薦いた

すため、ご提案申し上げるものでございます。 

 以上、よろしくお願いご同意賜りますようお

願い申し上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案はいずれも人事案件でありますので、質

疑・討論は省略し、順次採決いたします。 

 まず、諮問第３号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第３号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、諮問第４号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、諮問第４号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第２４ 議会案第４号 地方財 

 政の充実・強化を求める意見書の提 

 出について 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第24 議会案第４号 

地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に

ついての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 議席番号10番、赤間 広議員。 
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  （10番赤間 広議員登壇） 

○１０番 赤間 広議員 議会案第４号 地方財

政の充実・強化を求める意見書の提出について

ご説明申し上げます。 

 本案は、先ほどの請願第３号の採択に基づき、

提案いたすものであります。 

 地方自治体は、社会保障、災害対策、地域交

通対策など、地域住民のニーズへの対応が増大

する一方、国においては骨太の方針等の計画を

もとに議論が行われ、社会保障の抑制と地方へ

の歳出削減が危惧されることから、2018年度の

地方財政予算の確保に向けて、地方財政の充

実・強化を求める意見書を政府関係機関に提出

するよう求めるものであります。 

 よろしくご賛同くださいますようお願い申し

上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第４号について討論を行い

ます。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第４号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議会案第４号は、原案のとおり決定

いたしました。 

 

 

 日程第２５ 閉会中における継続審 

 査について 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程25、閉会中における

継続審査についてを議題といたします。 

 総務常任委員長から、委員会において審査中

の事件、請願第２号について、会議規則第104

条の規定により、お手元に配付しました申出書

のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありま

した。 

 お諮りいたします。総務常任委員長からの申

し出のとおり、閉会中の継続審査に付すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○渋谷佐輔議長 起立多数であります。 

 よって、閉会中の継続審査とすることに決定

いたしました。 

 最後に、お諮りいたします。本定例会におい

て議決されました議案の中で、条項、字句、数

字その他整理を要するものについて、会議規則

第43条の規定により、その整理を議長に一任願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○渋谷佐輔議長 これをもって平成29年第４回長

井市議会定例会を閉会いたします。ご協力まこ

とにありがとうございました。 

 

 

    午前１１時０３分 閉会 
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